猪名川町地域介護予防活動支援事業委託仕様書

本仕様書は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）等の関係法令に定めるもののほか、猪名川町地域介護予防活動支援事業において実施する業務に関し、必要な事項を定めるものとする。

１　事業の目的
高齢者が可能な限り地域で自立した日常生活を営むことができるように、地域で認知症予防や介護予防を目的とした運動教室・サロン・認知症予防教室の開催や知識の普及を行う。また、自主的な介護予防活動グループとなるよう、各関係機関と連携を取りながら、リーダーの育成や通いの場の開催支援・活動継続支援を行う。

２　委託期間
令和９年４月１日から令和１２年３月３１日まで

３　事業の概要
（１）健康長寿体操教室および、いきいき百歳体操教室
高齢者が自分らしく尊厳をもって暮らしていくためには、健康であることが重要であり、生活習慣病の予防をはじめ、積極的な健康づくり・介護予防を推進していくために、地域住民が主体となって行う健康長寿体操教室および、いきいき百歳体操教室を開設する。
なお、団体要件、実施回数、助成金額等、事業の実施にかかる必要な事項は、高齢者健康長寿体操教室経費助成金交付要領および、いきいき百歳体操推進事業実施要領のとおりとする。
また、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業の推進にあたり、町と連携して取り組むこととする。
（２）ふれあい・いきいきサロン
地域で生活する高齢者等が、ふれあいを通して生きがいを持ち、仲間づくりの輪を広げるとともに、いつまでもいきいきと安心して暮らせるよう、地域住民が主体となって行う誰もが集える、ふれあいの場を開設する。
なお、団体要件、実施回数、助成金額等、事業の実施にかかる必要な事項は、ふれあい・いきいきサロン開設支援等実施要領のとおりとする。（ただし、健康長寿体操教室の助成を受けていないこと）
（３）脳の健康教室
地域において介護予防に資する自発的な活動が広く実施され、年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、地域の高齢者が自ら活動に参加し、介護予防に関する知識や方法を学び、主体的、継続的に取り組む意欲を高める動機付けの場として、地域住民が主体となって行う脳の健康教室を実施する団体に対して支援を行う。また、教室運営を継続的・効果的に維持してもらうため、脳の健康教室にかかるサポーター養成を行う。
なお、団体要件、実施回数、助成金額等、事業の実施にかかる必要な事項は、猪名川町脳の健康教室助成金交付要領のとおりとする。
また、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業の推進にあたり、町と連携して取り組むこととする。
（４）給食でつなぐいながわの輪
　　平成３０年度の高校生フォーラムにて町長賞を受賞した提案を令和元年度より事業化。
　　町内小学校の学校給食を活用した、地域の高齢者と児童との多世代交流を実施。高齢
　者の外出機会と孫世代との交流を図り、学校給食を通して栄養や健康に対する意識・動
機付けをすることで健康づくりを目指す。
①実施回数等
　　　年１回程度
　②内容
　　　町内小学校の給食の時間に地域の高齢者が学校に訪れ、児童と一緒に給食を食べる。
４　業務内容
（１）健康長寿体操教室および、いきいき百歳体操教室
①健康長寿体操教室および、いきいき百歳体操教室の開設支援及び活動継続支援
転倒骨折の防止及び加齢に伴う運動器の機能低下の予防・向上を図り、心身機能の改善や日常生活の活動を高め、社会参加促進につなげる観点から運動教室を実施することとし、教室の開設及び継続に必要な支援を行うこと。
②助成金の交付または専門職員の派遣等
　　　高齢者健康長寿体操教室経費助成金交付要領および、いきいき百歳体操推進事業実施要領に基づき、実施団体への助成金交付または専門職員の派遣等に係る事務を行うこと。
③アセスメント
事業の効果を評価する指標として、参加者に対して運動器評価項目（握力、長座位体前屈、開眼片足立ち）及びアセスメントを行い、その後定期的に実施すること。
　④健康教育への支援
　　　介護予防に係る健康教育（口腔ケア・服薬・栄養）を町と連携して実施すること。
（２）ふれあい・いきいきサロンの開設支援等
①ふれあい・いきいきサロンの開設支援及び活動継続支援
　　誰もが集える、高齢者等のふれあいの場づくりを実施するにあたり、地域住民が主体となって行うことができるよう、サロンの開設及び活動継続に必要な支援を行うこと。
②助成金の交付
　　　ふれあい・いきいきサロン開設支援等実施要領に基づき、ふれあい・いきいきサロン実施団体への助成金交付に係る事務を行うこと。
③アセスメント
事業の効果を評価する指標として、参加者に対してアセスメントを行い、その後定期的に実施すること。
（３）脳の健康教室（自主教室の継続サポート支援事業）
　①脳の健康教室（自主教室）の活動継続支援
簡単な計算や音読学習、コミュニケーション等によって脳を活性化させる認知症予防教室「脳の健康教室」を実施するにあたり、継続に必要な支援を行うこと。
　②教材の選定
教室では、公文学習療法「脳の健康教室（認知症の予防）」プログラムをとり入れ、週１回教室での楽習と、自宅での楽習（宿題）に継続して取り組むものとする。自宅楽習を生活習慣にすることを狙いとすること。ただし、公文学習療法プログラムではなく、市販ドリル等を取り入れて教室を運営することも可とすること。なお、公文学習療法プログラムを取り入れる場合は、公文が定める実施要件等を順守すること。
　③定員の決定
１教室あたり２０人程度とするが、運営面を考慮し、実施場所に適した人数設定を行うこと。
　④評価
事業の効果を評価する指標として、年に１回参加者に対しMMSE検査（認知症スクリーニング検査）を実施すること。
⑤助成金の交付
　猪名川町脳の健康教室助成金交付要領に基づき、脳の健康教室実施団体への助成金交付に係る事務を行うこと。
　⑥脳の健康教室サポーター養成
年１回、公文学習療法センターの「脳の健康教室サポーター手順書」に則って実施し、必要に応じてコミュニケーション技術に関する研修等も盛り込む。
　⑦健康教育への支援
　　　介護予防に係る健康教育（口腔ケア・服薬・栄養）を町と連携して実施すること。
（４）給食でつなぐいながわの輪
　　実施にあたっては、小学校及び関係機関との連絡調整を行いながら、実施に向けての協議を行うこと。

５　会議への参加
　関係会議等に参加すること。

６　実績報告・調査
　委託者は、委託期間終了後、双方で取り決めた期間内に委託業務の実績報告書及び収支決算書を受託者に提出させ、また自らその状況を調査することができる。

７　留意点
（１）地域支援事業の実施に当たっては、最新の「地域支援事業実施要綱（厚生労働省老健局長通知）」を遵守して実施する。
（２）事業の実施に当たっては、猪名川町介護保険事業計画に基づき実施すること。
[bookmark: _Hlk34484827]（３）受託者は、委託者との定期的な業務報告と協議を行う。
（４）契約期間内に後継の受託者が決定した場合、後継の受託者が事業を行うために必要なデータ及び資料等について、受託者の負担により引継ぎ業務を行うこと。

８　疑義の解決
[bookmark: _GoBack]この仕様書に定めのない事項については、委託者受託者協議のうえ定めるものとする。災害等緊急時の対応については、猪名川町と協議して指示に従うこと。
